
5

住
ま
い
の
耐
震
化
を
進
め
ま
し
ょ
う

地
震
か
ら
家
族
を
守
る
た
め

 

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
犠

牲
に
な
ら
れ
た
方
の
約
８
割
が
住

宅
の
倒
壊
な
ど
に
よ
る
圧
死
で
し

た
。
家
族
の
生
命
や
財
産
を
守
る

た
め
、
耐
震
改
修
を
し
て
住
宅
を

補
強
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　耐
震
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
昭
和

５６
年
５
月
以
前
に
建
築
さ

れ
た
住
宅
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震

災
で
は
多
く
の
被
害
が
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。
耐
震
診
断
を
受
け
、

住
ま
い
の
状
況
を
確
認
し
ま
し
ょ

う
。

■
対
象
と
な
る
住
宅

　
次
の
条
件
を
満
た
す
市
内
の
建

物
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
昭
和

５６
年
５
月
末
ま
で
に
建
築

　
確
認
を
得
て
着
工
し
た
も
の 

○
店
舗
併
用
住
宅
な
ど
の
場
合
は
、

　
住
宅
と
し
て
使
用
し
て
い
る
部

　
分
が
延
べ
面
積
の
半
分
を
超
え

　
る
も
の 

※
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
住
宅
、
丸
太

　
組
工
法
や
建
築
基
準
法
第

３８ 

　
条
に
規
定
す
る
認
定
工
法
の
住

　
宅
は
対
象
外
で
す
。 

■
診
断
手
数
料

　
１
棟
あ
た
り
　
３，

０
０
０
円

　（
木
造
戸
建
て
住
宅
の
場
合
）

■
申
込
方
法

　
診
断
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
電

話
で
①
住
所
②
氏
名
③
電
話
番
号

④
診
断
希
望
の
住
宅
の
棟
数
を
都

市
整
備
課
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。

住
ま
い
を
丈
夫
に
し
ま
し
ょ
う

　
耐
震
診
断
で
悪
い
箇
所
が
見
つ

か
っ
た
場
合
は
、
建
築
士
な
ど
に

依
頼
し
、
専
門
的
な
ア
ド
バ
イ
ス

を
受
け
な
が
ら
耐
震
改
修
を
行
い

ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、「
わ
が
家
の
耐
震
改
修

促
進
事
業
」
と
し
て
、
計
画
の
策

定
、
耐
震
改
修
工
事
を
さ
れ
る
方

に
対
し
て
、
県
か
ら
の
補
助
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
補
助
額
　

　
１
件
あ
た
り
最
大

８０
万
円

問
い
合
わ
せ

　
兵
庫
県
建
築
指
導
課
　

　
　
０
７
８･

３
６
２･

４
３
４
０

　
建
設
部
都
市
整
備
課

　（
滝
野
庁
舎
）　
４
８･

３
４
６
３

  

市
で
は
、
一
般
住
宅
用
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
の
普
及
促
進
の
た

め
、
設
置
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

対
　
　
象

　
市
内
に
お
住
ま
い
の
方
が
、

①
自
ら
が
居
住
す
る
市
内
の
住
宅

（
店
舗
・
事
務
所
と
兼
用
の
も

の
を
含
む
）
に
、
太
陽
光
発
電

シ
ス
テ
ム
を
設
置
さ
れ
た
と
き

②
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
付
き
住

宅
を
市
内
で
購
入
さ
れ
た
と
き

③
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
付
き
住

宅
を
市
内
に
新
築
さ
れ
た
と
き

※
市
税
等
の
滞
納
者
は
、
補
助
を

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

補
助
金
額
（
出
力
１
Ｋ
Ｗ
あ
た
り
）

〇
市
内
業
者
で
施
工
さ
れ
た
場
合

 

４
５，
０
０
０
円
（
上
限

１５
万
円
）

〇
そ
の
他
の
場
合

３
５，
０
０
０
円
（
上
限

１０
万
円
）

申
込
方
法

　
生
活
課
（
滝
野
庁
舎
）、
社
・

東
条
窓
口
セ
ン
タ
ー
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
生
活
課
へ
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。（
委
任
状
が

あ
れ
ば
代
理
申
請
も
可
能
で
す
）

※
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
等
で
は
申
し
込

　
め
ま
せ
ん
。

※
受
付
は
先
着
順
と
な
り
ま
す
。

申
込
期
限
　
平
成

２５
年
２
月
８
日

（金）

そ
の
他

　
補
助
金
の
交
付
対
象
は
、
平
成

２３
年
４
月
以
降
に
購
入
契
約
が
締

結
さ
れ
た
も
の
で
、
工
事
完
了
お

よ
び
電
力
会
社
と
の
電
力
受
給
契

約
が
平
成

２５
年
３
月
ま
で
に
行
わ

れ
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
市
民
安
全
部
生
活
課
（
滝
野
庁

舎
）　
　
４
８
・
３
５
２
８

　障害者手帳をお持ちの
方が所有され、ご本人ま
たは生計を同じくされる
ご家族が運転される軽自
動車については、軽自動
車税が減免される制度があります。
　平成２４年度の減免申請の申込期限は、５
月２４日（木）です。
※普通自動車ですでに減免を受けられてい
　る方は、軽自動車税の減免は受けられま
　せん。
問い合わせ　
　総務部税務課（社庁舎）　 ４３－０３９６

　平成２４年度から、南山地区全域、天神西
土地区画整理事業施行区域、天神東掎鹿谷
土地区画整理事業施行区域に、都市計画税
を課税します。
　固定資産税・都市計画税納税通知書は、
５月中旬にお届けしますのでご確認ください。
問い合わせ　
　総務部税務課（社庁舎）　 ４３－０３９５

税務課からのお知らせ
軽自動車税の減免について

東 条 地 域 の 一 部 に
都市計画税を課税します


